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6.2  課題と計画策定の背景 
野球場は昭和 25 年、陸上競技場は同 28 年、体育館は同 48 年の竣工であり、これまで必要

に応じた改修工事は実施しているものの、経年劣化対策や機能性向上が必要であるほか、園内

通路や広場といった都市公園としての自由空間、緑地空間の不足等の課題が残されている。 

なお、かねて指摘されていた駐車場不足については、北市川運動公園（テニスコート 12 面）

を整備したことにより、機能移転となったテニスコートを駐車場として整備することで一定の

解消を図った。 

このような状況において、平成 29 年度の都市公園法改正により、これまで厳しく規制され

ていた公園内に設ける運動施設の割合が緩和できたこと、併せて千葉商科大学との土地交換に

より敷地面積の拡大とともに形状整理が可能となったことから、この度、公園全体の再整備を

計画するに至ったものである。 

 

6.3  本計画の位置づけ 
    本計画は、「市川市スポーツ振興基本計画」に定める基本施策の実施計画となるものであり、

国府台公園の再整備に関して、基本的な考え方を示したものである。 

 

6.4  計画の視点・⽅針 
公園やスポーツセンターを長期間閉鎖しないこと、これまでの改修実績を活かすことを前提

に、市民のスポーツや憩い、交流の拠点となる公園づくりを目的として、以下の点を基本方針

とする。 

 

     

・野球場、陸上競技場、体育館、北側児童公園の位置を変更しない 

        ・整備済みの駐車場を活用する 

        ・北側、南側の園内通路は、従来どおり一般解放し、車両通行可とする 

        ・園内の歩車分離を図る 

        ・都市公園としての機能（緑地、休憩、散策等）向上を図る 

        ・各スポーツ施設の機能（設備、バリアフリー等）向上を図る 

        ・当地の歴史や緑の景観を次世代に継承する 

        ・災害時の避難機能に配慮する 

        ・整備工事は、劣化状況及び利用計画を踏まえ、段階的に実施する 
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6.5 現況図・写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①⻄側⼊⼝看板及び公園案内 ②⻄側緑地及び彫刻 ③北側園路 ④下総総社跡の⼤ケヤキ ⑤陸上競技場付近にある記念碑 ⑥北側園路 ⑦北東側緑地部にあるミニプール 
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⑫野球場⻄側倉庫 ⑬野球場⻄側トイレ ⑭陸上競技場管理棟はスポーツガーデ
ン国府台の事務所となっている 

⑮陸上競技場⼊⼝ 

⑯広場兼臨時駐⾞場（旧テニスコート） ⑰野球場スコアボード ⑱体育館⼊⼝ ⑲陸上競技場スタンド 

⑳野球場北側休憩コーナー ㉑北側駐⾞場（旧テニスコート） ㉒南側通路 ㉓体育館前オープンスペース ㉔野球場北東側トイレ ㉕南側テニスコート（閉鎖） ㉖⻄側緑地（遊具等あり） 
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6-5 

まえ、以下の
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樹木 

保全 

下総総社跡 

大ケヤキ 

駐車場 

 

通信鉄塔 

緑地 

 

野球場 

バックスタンド改修 

（本部席、ダッグアウト、更

衣室、トイレ、倉庫） 

市民体育館 

桜並木保全 

出入口 

出入口 

（自動車通行可） 

テニスコート 

2 面 

改修 

緑地 

保全 

緑地 

保全 

緑地 

保全 
緑地 

保全 

緑地保全 

桜並木保全 

バックスクリーン保全 

北東側児童公園 

スタンド・管理棟 

改修 

走路 

出入口 

位置 

変更 

野球場 

人工芝化 

駐車場 

 

駐車場 

 
駐車場 

 

駐車場 

 

緑地 

休憩所 

整備 

緑地 

休憩コーナー 

整備 

市民体育館 

（一階は二輪車・自転車

駐車場とする） 

多目的コート 

陸上競技場 

 

児童公園と一体化した 

オープンスペース 

健康遊具コーナーなど 

 

中央広場 

出入口 

（自動車通行可） 

出入口 

（自動車通行可） 

桜並木保全 

出入口 

（自動車通行可） 

緑地 

休憩コーナー 

整備 

緑地 

休憩コーナー 

整備 

メインエントランス 

魅力的な空間の検討 

樹木 

保全 

周回できる 

園路 

周回できる 

園路 

周回できる 

園路 

多目的広場兼 

臨時駐車場 

臨時 

車両 

出入口 

(４)再整備全体図 
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6.8 ゾーン別

(１)野球場ゾ

■整備方針

・既存施設

導入の検

・野球場の

■整備内容

・野球場１

アウト、

■整備イメ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バックスタン
イメー

夜間照

別再整備計

ゾーン 

針 

設を基本とし

検討、冬季で

の周りに、周

容 

面、スコア

更衣室、ト

メージ 

ンド改修 
ージ 

野球場の⼈

明施設 イメージ

計画 

し、老朽化し

でも利用でき

周回できるジ

アボード（電

イレ、倉庫

⼈⼯芝化 イメ

ジ 

したバックス

るよう人工芝

ョギング／

子式）、観客

）、バリアフ

ージ 

スタ
の
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タンドを改

芝化、夜間照

ウォーキング

客席、人工芝

フリー化を図

タンド拡⼤ 
の検討 

改修、あわせ

照明施設など

グコースの整

芝、夜間照明

図る 

てスタンド内

どの整備を行

整備を行う。

明設備、バッ

内に更衣室

行う。 

 

クスタンド

防球ネット イ

周回園路 

・トイレ等の

（本部席、ダ

イメージ 

イメージ 

の新規

ダッグ
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(２)陸上競技場ゾーン 

■整備方針 

・既存施設を基本とし、老朽化した管理棟、スタンド、照明設備を改修する。バリアフリー化を図るものと

し、管理用車両や緊急車両が進入可能な車路を設ける。 

・管理棟・バックスタンドは、事務所、スタンド下部本部席への接続に配慮し、改修整備を行う。 

・走路出入口は、現在の位置を変更し、北側園路に直接接続する。なお、管理用車両や緊急車両が進入でき

るようにする。 

■整備内容 

・直線 7 レーン、曲線 6 コース 1 周 400m トラック（日本陸上連盟 4 種公認の維持）、観客席 1,300 席、夜間

照明、管理棟（事務所、スタンド下部本部席へ接続）、幅跳び、砲丸投げ、トラック競技等でも使用可。サ

ッカー、ラグビーも可 

■整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⾛路出⼊⼝ 位置変更 
（写真は現在の⾛路出⼊⼝） 

管理棟改修 イメージ 陸上競技場 
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(３)市民体育館ゾーン 

■整備方針 

・現在の建物を基本として、長寿命化のための施設改修等とあわせ、バリアフリー化や避難所機能の充実等、

将来的な機能などを基本構想としてまとめる。 

■整備内容 

・基本構想として、将来的なあり方を検討する。 

■整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４)その他スポーツゾーン 

■整備方針 

・近隣住民の利用を考慮して、南東部の２面を改修する。砂入り人工芝のコートとする。夜間も利用できる

よう、照明を設置する。 

・テニスやフットサルなどで活用できる多目的コートを整備する。 

■整備内容 

・テニスコート（砂入り人工芝）2面、夜間照明を整備する 

・テニスやフットサルなどで活用ができる多目的スペースを整備する。 

■整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第⼀体育館 
 

緑地および休憩所 イメージ 

第⼆体育館 

⼈⼯芝のテニスコート イメージ 

多⽬的コート（テニスやフットサルができる広さとする） 

児童公園は現状のままとする 
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(５)緑地・休憩ゾーン 

■整備方針 

・可能な箇所はできるだけ緑地とし、パーゴラやベンチなど、休憩機能の充実を図る。 

・北東側児童公園は、現在の機能を継続する。 

■整備内容 

・公園に訪れた方の交流・憩いの場となる機能を整備する。 

・芝生や植栽を充実させる。 

・公園南側の桜並木は計画的に補植する。 

■整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑地および休憩所 イメージ 

北東側児童公園 
 

北東側児童公園 
（写真は現在の状況） 

※緑丸が緑地・休憩機能の充実を図る箇所 

桜並⽊を保全し、計画的に補植する。あわせ
て、⾞道の舗装や歩道、照明などの環境整備に

取り組む 



 

(６)中央広場

■整備方針

・運動施設

ンスペー

・市民体育

ゆとりあ

■整備内容

・中央広場

の憩いの

ことを前

・臨時駐車

・各施設へ

・広場の不

■整備イメ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存樹⽊を
図る（写真

⼤ケ

樹⽊保護
兼ねたベ

場ゾーン 

針 

設に囲まれた

ースの形成を

育館、野球場

ある空間とす

容 

場として、イ

の空間を整備

前提とした広

車場として利

へアクセスす

不定形の空間

メージ 

を活かした整備を
真は下総総社跡の

ケヤキ） 

護と休憩機能を 
ベンチイメージ 

た公園の中心

を図る。 

場、陸上競技

する。 

イベントの活

備する。雨水

広さを確保す

利用できる多

する園路を整

間等を利用し

を
の

心部を中央広

場へ歩行者

活用や交流・

水の浸透に考

る。 

目的広場を整

備する。 

た（臨時）駐

野球場
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広場と位置づ

・自転車のア

憩いの場と

考慮した舗装

整備する。 

駐輪場スペー

場 

市⺠

づけ、既存の

アクセス動線

なるオープ

装材を用いる

ースを設ける

⺠体育館 

樹木等を生か

線や自動車の

ンスペース

。また、広域

る。 

かしながら、

の乗降機能に

を確保する

域避難場所

空間舗装

陸上競

多
駐

イベントでの活
いの広場とし

場所と
（公園内カ

公

、印象的なオ

にも配慮しな

とともにカフ

として利用さ

装 イメージ 

競技場 

多⽬的広場兼
駐⾞場（フットサ

ラウンドゴルフな

活⽤や市⺠の交流
して有効活⽤が図
として、機能充実 
カフェの設置も検討

公園内カフェ イメ

オープ

ながら、

フェ等

される

臨時 
サルやグ
など） 

流・憩
図れる

討） 

メージ 



 

 

(７)児童公園

■整備方針

・運動施設

ーなどを

・北東側児

■整備内容

・子どもの

・北東側児

歩行者動

■整備イメ

 

 

 

 

 

 

 

 

(８)駐車場ゾ

■整備方針

・既存の常

開催時等

駐車場を

備する。

・避難所と

■整備内容

・既存の駐

■整備イメ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康遊具

駐⾞場（写

園・広場ゾー

針 

設とはせずに

を整備する。

児童公園は、

容 

の遊びスペー

児童公園とつ

動線を確保す

メージ 

ゾーン 

針 

常設駐車場は

等は相当数と

を整備する。

 

としての機能

容 

駐車場を活用

メージ 

具コーナー イメ

写真は現在の駐

ーン  

に、公園利用

 

現在の機能

ース、健康遊

つながりを持

するとともに

は、継続して

となっており

多目的広場

能に配慮し、

用する。駐車

ージ 

駐⾞場） 

用者の散策、

を継続する。

具コーナー

った空間と

、空間をつ

て常設駐車場

、現状の常

場兼臨時駐車

芝生等の広場

車場入口にはゲ
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休憩あるい

。 

など、様々な

して整備する

なぐ機能を持

場として用い

常設駐車場の

車場は、フッ

場を整備する

ゲートスペー

ゲートスペー
の確保 

は軽い運動

な用途で活用

る。斜面部に

持たせる。 

る。公園規

みでは不足

トサルやグ

る。 

ースを確保す

ース 

等のための空

用できるオー

には大型滑り

模から想定

する。このた

ラウンドゴル

する。 

空間として、

ープンスペー

り台、階段等

される必要駐

ため、多目的

ルフなどで活

⼤型滑

バス臨時駐⾞

ゲートスペースの

、健康遊具コ

ースを整備す

等の設置を検

駐車台数は、

的広場兼用の

活用できるよ

滑り台 イメージ

⾞場 イメージ 

の確保 

（臨時出⼊⼝

コーナ

する。 

検討し、

、大会

の臨時

よう整

ジ 

⼝） 



 

 

 

 

(９)エントラ

■整備方針

・エントラ

歩行者・

■整備内容

・大会の開

能の充実

・歩行者／

■整備イメ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情

ランス  

針 

ランスは、現

自動車・二

容 

開催等の施設

実を図る。 

／自動車／二

メージ 

報表⽰板 イメ
（LED 表⽰板

現在の位置か

二輪車・自転

設利用等がわ

二輪車・自転

メージ 
） 

ら変更なし

車の動線を整

わかる情報表

車の動線を整
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とするが、案

整理する。 

表示板、公園

整理し、安全

案内板や情報

全体の案内

全に利用でき

報表示板など

板、園名板な

きるようにす

歩⾏
⾃転
⾃動

（当

どの機能充実

などを整備

する。 

⾏者動線 
転⾞等（⼆輪
動⾞動線 

総合案内
当地の歴史や⽂

実を図るとと

・更新し、案

輪⾞・⾃転⾞）

内板 イメージ 
⽂化についても記

ともに、

案内機

動線 

記載） 


